
環境省による地熱開発加速化プラン

地熱開発プロジェクトを加速化させるために、自然公園法や温泉法の運用見直

し等の実施に加え、環境省自らが率先して行動。

改正地球温暖化対策推進法に基づく再エネの促進区域の指定

温泉事業者等の地域の不安や自然環境への支障を解消するための科学データ

の収集・調査を実施し、円滑な地域調整による案件開発を加速化する。

（データ収集・調査：熱源探査を含めた自然環境の詳細調査、地産地消型・

地元裨益型の地熱のあり方検討、温泉モニタリング）

10 年以上の地熱開発までのリードタイムを２年程度短縮し、最短８年まで
短くするとともに、2030 年までに全国の地熱発電施設数（自然公園区域外
を含む）を現在の約60 施設から倍増させることを目指す。
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